
 

 

 

 

 

補助の要件 
○ 町内（土地、住宅、事業所、店舗、農林 

漁業施設等）に設置するもの 

○ 未使用のもので、電力販売用電力計が 

設置されているもの 

○ 申請者が町税や町に対する債務を完納していること 

申込期間 
○ 令和４年 ４月  1 日（金）から 

令和５年 ２月 10 日（金）まで 

 

申請方法 
○ 申請書類 

・産業課商工観光係（役場庁舎２階） 

・浦幌町役場ホームページ 

（申請に必要な書類をダウンロードできます。） 

○ 申請方法 

・産業課商工観光係に提出してください。 

 * 建物に設置 

 * 土地に設置 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者  

 

 町  

 

補助交付申請書  受付/審査 

  ↓ ↓ 

受理  
補助金交付 

決定通知書 

↓ ↓   

工事着工   

↓ ↓   

工事完了   

↓ ↓   

実績報告書  受理/審査 

  ↓ ↓ 

  現地確認 

  ↓ ↓ 

受理  
補助金交付額 

確定通知書 

↓ ↓   

補助金請求書  受理 

  ↓ ↓ 

補助金受領  補助金の交付 

   

定期報告  受理/確認 

 
＊補助金交付額確定通知書の受理後、２年間運転状況報告書

を提出していただきます。 

 

 

 

浦幌町太陽光発電システム導入補助金の概要 
（令和４年度版） 手続きの基本的な流れ 

最大２０万円を 

補助します。 
 

システム出力１キロワット当たり７万円 

で、上限：２０万円を限度に補助金を交 

付します。また、町内の業者が施工した 

場合、プラス５万円分のハマナス商品券 

を交付します。 

申請先/お問い合わせ 

浦幌町役場 産業課商工観光係 

TEL：015-576-2181 

設置場所により提出書類が異なります。 

※土地に設置の場合は、制限（農業振興地域など）に関する確認を行います。 


